
1 

 重要事項説明書 

 

１． 事業所概要 

（１）事業所の所在地等              （令和６年６月１日） 

事 業 所 名 ゼット・ケアサポート訪問介護事業所 

所 在 地 岩手県奥州市水沢字斉ノ神 70-1 

代 表 者 名 

株式会社  ナ カ ノ メ 

代表取締役 中 目 祐 幸 

岩手県奥州市水沢字吉小路４６-２ 

指 定 年 月 日 平成１２年１２月１５日 

サ ー ビ ス 種 類 訪 問 介 護 

介護保険事業者番号 ０３７０４００３６８ 

管 理 責 任 者 千葉 誠也 

サービス提供責任者 千葉 誠也  村上 百合  村上 幸子 

（２）事業の目的 

   要介護状態にある利用者に対し、指定訪問介護の円滑な運営管理を図るとともに、

利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った適切な訪問介護の提供を確保

することを目的とします。 

 

（３）運営方針 

   利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を

営むことができるよう、また要介護状態の軽減もしくは悪化の防止に努め、身体介護

その他の生活全般にわたる援助を行うものとします。 

 

（４）営業日及び営業時間  

  月曜日～日曜日  午前６時～午後１０時（２４時間常時連絡可能な体制） 

※年末年始､祝祭日､振替休日も営業いたします 

（５）サービス提供地域 

   奥州市、金ヶ崎町 
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（６）事業所の職員体制等 

職種 常勤 非常勤 業務内容 

管理者 １名  事業所、職員の管理業務 

サービス提供責任者 3 名 
 訪問介護計画書の作成 

サービスの調整、連絡等 

介護福祉士 6 名  訪問介護業務 

介護福祉士養成実務者

研修修了者 

（旧ヘルパー1級相当） 

  訪問介護業務 

介護職員初任者研修修

了者 

（旧ヘルパー2級相当） 

 2 名 訪問介護業務 

（令和 6年 6月 1日現在） 

 

２．提供するサービスの費用について 

（１）利用者負担金 

※利用者負担金は、次の３種類に分かれます。具体的な金額は下記のとおりです。 

①介護報酬に係る利用者負担金（費用全体の１割） 

②運営基準（厚生省令）で定められた「その他の費用」（全額、自己負担） 

③通常のサービス提供の範囲を超える保険外の費用（全額、自己負担） 

なお、②又は③の費用が必要となる場合には、事前に詳細を説明のうえ、利用者の

同意を得なければならないこととされています（疑問点等があれば、お尋ねください）。 

 

 

（２）支払方法 

 自己負担金は、次のいずれかの方法によりお支払いただきますようお願いします。 

１ 自動口座引き落とし（ご指定の金融機関口座から、翌月２７日に引き落とし

ます。） 

２ 現金払い（翌月１０日過ぎにお支払い願います） 

３ 上記の利用者負担金は、「法定代理受領（現物給付）」の場合について記載し

ています。 

居宅サービス計画を作成しない場合など、「償還払い」となる場合には、いったん

利用者が利用料（10割）を支払い、その後市町村に対して保険給付分（９割）を請

求することになります。 



3 

（３）【訪問介護料金表】 

介護給付に係る費用    ※（ ）内は利用者負担 1 割分又は２割分又は３割分 

項目 サービス１回当たりの料金 

①基本額  

下段（ ）内は利用者１

割または、２割負担額を

円に換算し表示したも

のです。ただし、少数点

以下は切捨てとなるの

で、１ケ月の合計単位数

で計算した場合、多少の

誤差が出ます。 

所要時間 

及び内容 
30分未満 

30分以上 

1時間未満 

1時間以上 

1時間 30分未満 

以降 30分 

増す毎に 

身体介護 

２４４０円 ３８７０円 ５６７０円 
８２０円を

追加 

（２４４円） 

（４８８円） 

（７３２円） 

（３８７円） 

（７７４円） 

（１１６１円） 

（５６７円） 

（１１３４円） 

（１７０１円） 

（８２円） 

(１６４円) 

（２４６円） 

通院乗降 
９７０円 

（９７円）・（１９４円）・（２９１円） 

生活援助 

４５分未満 ４５分以上 

１７９０円 ２２００円 

(１７９円) 

（３５８円） 

（５３７円） 

(２２０円) 

（４４０円） 

（６６０円） 

  

身体介護に引き続き 

生活援助を行った場合 ６５０円 （６５円） （１３０円） （３９０円） 

② 

加
算 

早朝・夜間加算 

早朝（6時～8時） 

夜間（18時～22時）

に訪問した場合 

上記金額 × １．２５ 

利用者の希望により２人の訪問介護

員が訪問した場合 
上記金額 × ２ 

初回加算 初回利用月につき ２０００円（200円・400円・600円）追加 

緊急時加算 

緊急に身体介護中心

の訪問介護を行った

場合 

１０００円（100円・200円・300円）追加 

特定事業所加算 １回当たり 所定単位数の 10/100又は 20/100 

       （令和６年４月１日）  

※支給限度額管理対象外 

介護職員等処遇改善加算Ⅰ・介護職員の賃金の改善等を実施するものとして利用者に対

し、当該基準に掲げる単位数を所定単位数に加算され利用者負担額は 24.5％乗じた単位

数となります。 
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※表中の料金設定の基本となる時間は、実際のサービス提供時間ではなく、お客様の居宅

サービス計画（ケアプラン）に定められた時間を基準とします。 

 

 

（４）交通費について 

   通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要する交通費を徴収いたします。なお、

料金については、次の通りとします。 

 

   〇通常の実施地域を越えた地点より 1 キロメートル １００円 

                   （１００メートル毎 １０円） 

 

（５）その他の費用 

項目 運      賃 

通院時 

乗降介助 

ヘルパー2級以上の普通 2種免許運転手又は福祉介護移送士１名の対応 

運賃（ご自宅～病院）  初乗りから２.０ｋｍまで    ５００円 

               以降、１００ｍごとに  ２０円 

 

（６）通常サービス提供を超える費用（利用者負担１０割） 

項目 金額 説明 

介護保険外サービス 
介護報酬の告示上

の額と同額します 

区分支給限度額を超えてサービスを利用

したい場合など介護保険枠外のサービス

料金です。 

 

※ 介護保険外のサービスとなる場合（サービス利用料の一部が制度上の支給限度額を超

える場合を含む）には、全額自己負担となります。（介護保険外のサービスとなる場合に

は、居宅サービス計画を作成する際に介護支援専門員から説明のうえ、利用者の同意を得

ることになります。） 

 

（７）サービス利用の中止 

 

利用者がサービスの利用の中止をする際には、すみやかにご連絡ください。（出来るだ

けサービス利用の前々日までにご連絡ください。） 

連絡先（電話）：０１９７-２２-２０７１ 
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３．提供するサービスの内容について 

サービスの区分と種類 サービスの内容 

訪問介護計画の作成 利用者に係わる居宅介護支援事業者が作成した居宅サービス計画に基

づき、利用者の意向や心身の状況等のアセスメントを行い、援助の目標

に応じて具体的なサービス内容を定めた訪問介護計画を作成します 

身体

介護 

食事介助 食事の介助を行ないます。 

入浴介助 入浴（全身浴、部分浴）の介助や清拭、洗髪などを行います。 

排泄介助 排泄の介助、おむつ交換を行います。 

特段の配慮をもって

行なう調理 

医師の指示に基づき、適切な栄養量及び内容を有する特別食（腎臓職、

肝臓職、糖尿食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓食、高脂血症食、痛風食、嚥

下困難のための流動食等）の調理を行います 

更衣介助 上着、下着の更衣の介助を行います。 

身体整容 日常的な行為としての身体整容を行います。 

体位変換 床ずれ予防のための、体位の変換を行います。 

移動・移乗介助 室内の移動、車椅子への移乗などの介助を行います。 

服薬介助 服薬のお手伝い、服薬の確認を行います。 

起床・就寝介助 
ベッドからの起き上がり、ベッドへの誘導などの就寝の介助を行いま

す。 

自立生活支援のため

の見守り的援助 

○利用者と一緒に手助けしながら行なう調理 

○入浴､更衣等の見守り 

○ ベ ッ ド の 出 入 り 時 な ど 自 立 を 促 が す た め の 声 が け             

○ 排 泄 等 の 際 の 移 動 時 、 転 倒 に 注 意 し な が ら 付 き 添 う                                   

○利用者が自ら品物を選んで購入できるよう、買物に付き添い援助 

○洗濯物を一緒に干したり、たたんだりすることで自立を促がします 

 ※必要に応じて介助し、声がけ、見守りを行います。又転倒予防のた

めの声がけ、見守りを行います。 

生活

援助 

買 物 利用者の日常生活に必要な物品の買物を行います。 

調 理 利用者の食事の用意を行います。 

掃 除 利用者の居室の掃除や整理整頓を行います 

洗 濯 利用者の衣類等の洗濯を行います。 

通院等のための乗降又は降

車の介助 

通院等に際して、ヘルパーが運転する自動車への移動、移乗の介助を行

います（移送に係る運賃は別途必要になります。） 
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（１） 訪問介護員の禁止行為 

 

  訪問介護員はサービス提供に当たって、次の行為は行いません。 

① 医療行為 

② 利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり 

③ 利用者又は家族からの金銭、物品、飲食の授受 

④ 利用者の同居家族に対するサービス提供 

⑤ 利用者の日常生活の範囲を超えたサービス提供（庭掃除、大掃除など） 

⑥ 利用者の居宅での飲酒、喫煙、飲食 

⑦ 身体拘束その他利用者の行動を制限する行為（利用者又は第三者等の生命や身体

を保護するため緊急やむをえない場合を除く） 

⑧ その他利用者又は家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動、その他迷

惑行為 

 

（２） 保険給付として不適切なサービス 

    次に掲げるように、保険給付として適切な範囲を逸脱していると考えられるサー

ビス提供を求められた場合は、サービス提供をお断りする場合があります。 

 

  ア）｢直接本人の援助｣に該当しない行為 

   （主として家族の利便に供する行為又は家族が行うことが適切であると判断される

行為） 

・ 利用者以外のものに係る洗濯、調理、買物、布団干し 

・ 主として利用者が使用する居室等以外の掃除 

・ 来客の応接（お茶、食事の手配等） 

・ 自家用車の洗車、掃除等 

 

  イ）｢日常生活の援助｣に該当しない行為 

   《訪問介護員が行わなくても日常生活を営むのに支障が生じないと判断される行

為》 

・ 草むしりや花木の水やり 

・ 犬の散歩等ペットの世話等 

《日常的に行われる家事の範囲を超える行為》 

・ 家具、電気器具等の移動、修繕、模様替え 

・ 大掃除、窓ガラス磨き、床のワックスがけ 

・ 室内外家屋の修理、ペンキ塗り 

・ 植木の剪定等の園芸 

・ 正月、節句等のために特別な手間をかけて行う調理等 
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４ 当社のサービス方針等 

    事業所の訪問介護員は要介護者等の心身の特性をふまえて、その有する能力に応

じ自立した日常生活をいとなむ事ができるよう、入浴、排泄、食事、移動の介護、

介助、その他生活全般にわたる援助を行う。 

    事業の実施にあたっては、関係市町村、地域の保健･医療･福祉サービスとの綿密

な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 

５ 虐待防止に関する事項について 

1 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号掲げる措置を講

じるものとする。 

    （１）虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、

その結果について、訪問介護員等に周知徹底を図る。 

    （２）虐待の防止のための指針を整備する。 

    （３）訪問介護員等に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。 

    （４）前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。 

   2   事業者は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（利用者の家

族等を現に養護する者）による虐待をうけたと思われる利用者を発見した

場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。 

 

６ ハラスメントついて 

１ ハラスメントについて 事業所は、適切な訪問事業の提供を確保する観点から、職場

において行われる性的 な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要か

つ相当な範囲を超えたものにより訪問介護員等の就業環境が害されることを防止するた

めの方針の明確化 等の必要な措置を講じるものとします。 

２  ハラスメントは、介護サービスの提供を困難にし、関わった訪問介護員の心身に悪

影響 を与えます。下記の様な行為があった場合、状況によっては重要事項説明書に基づ

き介 護サービスの提供を停止させて頂く場合があります。   

（１）性的な話をする、必要もなく手を触る等のセクシャルハラスメント行為  

（２）特定のヘルパーに嫌がらせをする、理不尽なサービスを要求する等の精   

神的暴力 

（３）叩く、つねる、払いのける等の身体的暴力               

（４）長時間の電話、ヘルパーや事業所に対して理不尽な苦情を申し立てる等       

の、その他 行為 
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７ 事業継続計画の策定等について  

１ 事業所は、感染症又は非常災害の発生時において利用者に対し指定訪問事業の提供を

継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業 

務継続計画」という。）を策定し、当該事業継続計画に従い必要な措置を講じるものと し

ます。  

２ 事業所は、訪問介護員等に対し、事業継続計画について周知するとともに、必要な研

修 及び訓練を定期的に実施するものとします。  

３ 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更

を 行うものとします。 

 

 

８ 緊急時等の対応 

サービス提供時、体調の急変等が生じた場合は、事前の打ち合わせに基づき、家族、主

治医、救急機関、居宅介護支援事業者等に連絡します。 

医 療 機 関 等 
主治医等の氏名    

連絡先   

緊 急 連 絡 先 
氏名     

連絡先    

居宅介護支援事業者 
事業所名    

担当ケアマネージャー様          様  

９ 事故発生時の対応 

 サービス提供時に事故が発生した場合は、利用者の所在する市町村、利用者の家族、利

用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。 

奥 州 市 福 祉 部    

長  寿  社  会  課 

所在地 岩手県奥州市水沢大手町 1丁目１番地 

電話番号 ０１９７-３４－２１９７ 

緊 急 連 絡 先 
氏名    

連絡先  

居宅介護支援事業者 
事業所名  

担当ケアマネージャー           様 

 

 



9 

１０ 相談窓口、苦情対応 

（１）サービスに関する相談や苦情については、次の窓口で対応いたします。 

当 社 お 客 様 相 談 窓 口 

電話番号   ０１９７－２２－２０７１ 

ＦＡＸ番号  ０１９７－２２－７７６７ 

責任者    千葉 誠也 

対応時間 午前 6時～午後 10時（24時間連絡可能体制） 

 

（２）公的機関においても、次の機関において苦情申出等ができます。 

奥州市水沢総合支所 

（長寿社会課） 

所在地   岩手県奥州市水沢大手町１-１ 

電話番号  ０１９７－３４－２１９８ 

岩手県国民健康保険 

団体連合会（国保連） 

所在地   岩手県盛岡市大沢河原３-７-３０ 

電話番号  ０１９６－２３－４３２１ 

奥州市 

地域包括支援センター 

所在地   岩手県奥州市水沢大手町１-１ 

電話番号  ０１９７－３４－２１９９ 

金ヶ崎役場 

保健福祉センター 

所在地  岩手県胆沢郡金ヶ崎町西根鑓水９８ 

電話番号  ０１９７－４４－４５６０ 
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【説明確認欄】 

 

令和    年  月  日 

サービス契約の締結に当たり、上記により重要事項を説明しました。 

（事業者） 事業者名 ゼット・ケアサポート訪問介護事業所 

説 明 者               印  

 

令和    年  月  日 

 

サービス契約の締結に当たり、上記のとおり説明を受け、サービス提供に同意しました。 

 

（利用者） 氏名              印  

 

代理人又は立会人 

氏名              印  

 

制定 令和 1 年 10 月 1 日 

改定 令和 3 年 4 月 1 日 

改定 令和 4 年 4 月 1 日 

改定 令和 4 年 7 月 1 日 

改定 令和 5 年 3 月 1 日 

改定 令和 5 年 4 月 16 日 

改定 令和 5 年 9 月 1 日 

改定 令和 5 年 12 月 16 日 

改定 令和６年 4 月１日 

改定 令和６年 6 月１日 

 


